


 

審議経過等について 

 

  本審議会は、市議会議員、市長、副市長及び教育長（以下「市議会議員及

び特別職」という。）の職務と職責、他都市の状況、一般職の給与の動向等

を総合的に考慮するという基本的な考え方に基づき、審議にあたっておりま

す。その上で、本年におきましても、本市の財政状況や今後の見通し、府内

各市及び類似団体等における財政指標等の状況や任期内収入を見据え、さら

に、これまでの市議会議員の議員報酬の額並びに特別職の給料の額の改定状

況や、今後の市政運営の方向性などの各種の関係資料等を基に検討し、厳正

かつ公正な見地から議論を重ね、この度、一定の結論に至りました。 

  市議会議員及び特別職は、ますます複雑多様化する市民ニーズに迅速な対

応が求められ、限られた財源の中で、質の高い政策や市民サービスを実行す

ることにより、安全・安心なまちづくりはもとより、より豊かな地域社会や

満足度の高い市政運営が求められるなどの重責を負われているところです。 

  そうした中、市議会議員及び特別職の報酬等の額は、類似団体等と比較し

ても概ね適正な水準であること、本年の人事院勧告では国の指定職の給料の

改定が行われないこと等から、報酬等を積極的に改定するような環境にない

と考えているところです。 

  このような検討の結果、市議会議員の議員報酬の額並びに特別職の給料の

額は、据え置くことが妥当であると判断いたしました。 

  終わりに、新型コロナウイルス感染症が市民生活に大きな影響を与える中

にあって、市議会議員及び特別職の職務や職責は、さらに重要性を増してい

るところであります。今後もより一層職務に精励され、経費削減のための内

部改革に取り組まれますとともに、人口減少社会においても持続的に発展す

る魅力あるまちづくりを進められることを期待いたします。 


